
公       告 

 

次のとおり条件付一般競争入札を行います。 

令和６年１２月５日 

佐賀県道路公社  

理事長 南里 隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）業 務 名    三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路共通回数通行券 

           及び厳木多久有料道路回数通行券の印刷 

（２）入札条件等   回数通行券印刷仕様書による 

（３）納 入 期 限   令和７年３月２５日 

（４）納 入 場 所   三瀬トンネル・東脊振トンネル・厳木多久道路管理事務所 

 

２ 入札に参加するために必要な資格 

（１）物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資

格及び資格審査に関する規程（昭和 41 年佐賀県告示第 129 号）第 1 条の規定に基づく入

札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有すること。 

（２） 県内企業（県内に本店を有する者。県内に支店等を有し、かつ県内従業員比率が 50％

以上又は県内従業員数 50 人以上の者。誘致企業。国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律第 2 条第 4 項に規定する「障害者就労施設等」（県内に

所在する者に限る））であること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者で

ないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）開札の日の 6 か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を

不渡りした者でないこと。 

（６）佐賀県道路公社、佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止

措置を受けている者又は佐賀県道路公社、佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札

参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 

（７）自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイか

らキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第

77 号）第 2 条第 2 号）に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 



  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

    ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の

支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以

上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当

該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)にイからキまでに掲げる者

がいる法人その他の団体又は個人 

    ケ  イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の

団体又は個人 

 

３ 入札参加資格の審査 

入札に参加しようとする者は、別に定める入札参加届に以下の関係書類を添えて、令

和６年１２月１９日（木）午後３時までに４（１）の担当課へ郵送してください。提出

された資料を開札後審査の上、落札者の決定とします。 

提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じなければなりませ

ん。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 

入札参加届を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退

届けを書面で郵送ください。 

なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 

（関係書類） 

・  入札参加届 

・  営業概要書 

 

４ 入札書の提出場所等 

（１） 契約条項を示す場所、入札参加届等の交付場所及び問合せ先 

郵便番号849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 

佐賀県道路公社 経営管理課 

電話 0952-20-2040 

 

（２） 入札参加資格 

佐賀県出納局総務事務センター所定の入札参加資格認定を受けていること。 

 

（３） 入札書等の受付期間は及び送付場所 

    ア 日 時   令和６年１２月１０日（火）から１２月１９日（木）まで 

           （土日祝日は除く）の９時から１７時まで（最終日にあっては 

１５時まで） 

    イ 場 所   郵便番号849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 

佐賀県道路公社 経営管理課 

 

（４） 開札の日時並びに場所 

ア 日 時 令和６年１２月２３日（木）午前１０時００分 

イ 場 所 佐賀市八丁畷町8-1 

佐賀県道路公社 

ウ 入札方法 郵便入札（入札者の立会は必要ありません） 

 

 



 

（５）  入札の延期 

天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期

することもあるので、事前に（１）の部署に確認してください。 

 

５ その他 

（１） 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 佐賀県道路公社会計規程第75条第3項第2号の規定により免除します。 

② 契約保証金 佐賀県道路公社会計規程第78条第3項第3号の規定により免除します。 

 

（２） 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当

する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約希望金額の

110分の100 に相当する金額を入札書に記載してください。 

 

（３） 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。 

ア 参加する資格のない者 

イ 当該入札について不正行為を行った者 

ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者 

エ １人で２以上の入札をした者 

オ 代理人でその資格のない者 

カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者 

 

（４） 入札の中止 

次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者

の負担とします。 

ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に

執行することができないと認められるとき。 

イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないと

き。 

 

（５） 契約書作成の要否 要 

 

（６） 落札者の決定方法 

ア 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

します。 

イ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上

あるときは、後日当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとしま

す。 

ウ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは後日再度入札を行います｡ 

 

（７） 代金の支払い方法 

検収後、適正な請求書を受理してから３０日以内に支払いを行います。 

 



〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 検品の実施：有

〇

〇

仕様書（三瀬トンネル有料道路･東脊振トンネル有料道路共通
　　　　回数通行券の印刷）

普 通 車 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ オレンジ色

中 型 車 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 浅ブルー色

表表紙・裏表紙（四六判９０Ｋ）使用し、表表紙の裏に注意事項を印刷、裏表紙には佐

賀県道路公社の文字とＱＲコードを印刷のこと。

綴り式回数通行券（１１回券・６０回券・１００回券の３種類）とする。

切り離し部は、針金綴じ・ミシン目・クロス巻とする。

チケット部分は（四六判５５Ｋ）不正防止となる仕掛けを施し、色は下記のとおりとす

る。

その他 データの所有権は佐賀県道路公社のものとする。

なお、データの取扱いについては充分に留意すること。

大 型 車 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 緑 色

特 大 車 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 黄 色

車種及び回数の種類毎に一連番号を割り振るものとし、表表紙及び回数券（チケット部

分）の１枚毎に左上に一連番号を印刷するものとする。

ナンバリングの色は黒とする。

連番号は０００１から１００００までの４桁の数字とし１００００については

００００に置き換えるものとする。１万単位毎に数字の頭にアルファベットの記号をつ

けることとする。

回数通行券（チケット部分）には１枚毎に３桁の通し番号を割り振るものとし、右上に

下から００１・００２・００３・・０１１又は０６０又は１００と通し番号を印刷す

る。

サイズは仕上がりタテ６０㎜×ヨコ９０㎜×厚さ１０㎜以内

チケットサイズはタテ６０㎜×ヨコ８０㎜（とじしろ１０㎜）

表紙、裏表紙及びチケット部分は、２色刷りとする。

納品先 三瀬トンネル有料道路管理事務所

（佐賀県佐賀市三瀬村三瀬１６６５－３）

東脊振トンネル有料道路管理事務所

（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈１７３９－５）

軽自動車等 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 桃 色

軽 車 両 等 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 灰 色



〇 表紙

〇 No.××××

（車種区分）

円（　　回券）

１　通行１回について、券片一枚が必要です。

２　表示の車種以外には使用できません。

３　この回数通行券は、特別の場合を除き払戻し

　　いたしません。

４　通行料金の額の変更等があった場合は、この回数

　　通行券は使用できません。ただし、消費税改定に

　　伴う変更は除きます。

５　この回数通行券は、紛失しても再発行いたしません。

６　表示事項を塗抹又は改変したものは無効です。

〇 回数通行券

〇 No.×××× No.×××

（車種区分）

円（通行1回片道限り）

10㎜ 80㎜

60㎜

と
じ
し
ろ

表
紙

三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路

共通回数通行券

三 瀬 ト ン ネ ル 有 料 道 路

東 脊 振 ト ン ネ ル 有 料 道 路

共 通 回 数 通 行 券 （ 回 券 ）

佐賀県道路公社

80㎜ 10㎜

と
じ
し
ろ

表
紙
裏

注意事項

切
取
線

社章

三瀬トンネル有料道路料金所 TEL 0952-56-2679

東脊振トンネル有料道路料金所 TEL 0952-51-1711

社章



〇 裏表紙

佐賀県道路公社ホームページは

https：//www.tollroad-saga.jp/

佐賀県道路公社 TEL 0952-20-2040

FAX 0952-20-2043

〇 回数券の内訳は下記のとおりとする

いつもご利用いただき

と
じ
し
ろ

裏
表
紙

ありがとうございます

佐賀県道路公社 検索

普通車

11回券 20,000 L No.2201  ～  

60回券 2,000 B No.6001  ～  

100回券 1,000 B No.3001  ～  

10,000

1,000

1,000

中型車

11回券 500 A No.4101  ～  

60回券 100 A No.0701  ～  

100回券 100 A No.2401  ～  

500

100

100

500 A No.4601  ～  

大型車

11回券 100 A No.0801  ～  

60回券 0 ―

100回券 100 A No.0601  ～  

0

0

0

0

0

5,000

500

500

軽車両等
11回券 0 ―

100回券 0 ―

特大車
11回券 0 ―

100回券 0 ―

軽自動車等

11回券 10,000 E No.3201  ～  

60回券 500 A No.5101  ～  

100回券

数量　(単位：冊)
車種 券種 ナンバリング

三瀬 東脊振

0

0

合計

30,000

3,000

2,000

1,000

200

200

100

0

100

0

0

15,000

1,000

1,000

0

0



〇

〇 綴り式回数通行券（１１回券・６０回券・１００回券の３種類）とする。

〇 切り離し部は、針金綴じ・ミシン目・クロス巻とする。

〇

　　　普通車・中型車⋯⋯⋯⋯オレンジ色

　　　大　　型　　車⋯⋯⋯⋯緑　　　色

　　　軽 自 動 車 等⋯⋯⋯⋯桃　　　色

〇

〇

〇

〇 表紙、裏表紙及びチケット部分は、２色刷りとする。

〇 検品の実施：有

〇

〇

仕様書（厳木多久有料道路回数通行券の印刷）

納品先 厳木多久有料道路管理事務所

（佐賀県多久市北多久町小侍字山ヶ砂４１２９－１）

その他

表表紙・裏表紙（四六判９０Ｋ）使用し、表表紙の裏に注意事項を印刷、裏表紙には佐

賀県道路公社の文字とＱＲコードを印刷のこと。

チケット部分は（四六判５５Ｋ）不正防止となる仕掛けを施し、色は下記のとおりとす

る。

車種及び回数の種類毎に一連番号を割り振るものとし、表表紙及び回数券（チケット部

分）の１枚毎に左上に一連番号を印刷するものとする。

ナンバリングの色は黒とする。

連番号は０００１から１００００までの４桁の数字とし１００００については

００００に置き換えるものとする。１万単位毎に数字の頭にアルファベットの記号をつ

けることとする。

回数通行券（チケット部分）には１枚毎に３桁の通し番号を割り振るものとし、右上に

下から００１・００２・００３・・０１１又は０６０又は１００と通し番号を印刷す

る。

サイズは仕上がりタテ６０㎜×ヨコ９０㎜×厚さ１０㎜以内

チケットサイズはタテ６０㎜×ヨコ８０㎜（とじしろ１０㎜）

データの所有権は佐賀県道路公社のものとする。

なお、データの取扱いについては充分に留意すること。



〇 表紙

〇 No.××××

（車種区分）

円（　　回券）

１　通行１回について、券片一枚が必要です。

２　表示の車種以外には使用できません。

３　この回数通行券は、特別の場合を除き払戻し

　　いたしません。

４　通行料金の額の変更等があった場合は、この回数

　　通行券は使用できません。ただし、消費税改定に

　　伴う変更は除きます。

５　この回数通行券は、紛失しても再発行いたしません。

６　表示事項を塗抹又は改変したものは無効です。

〇 回数通行券

〇 No.×××× No.×××

（車種区分）

円（通行1回片道限り）

60㎜

と
じ
し
ろ

表
紙

厳木多久有料道路

回数通行券

10㎜ 80㎜

と
じ
し
ろ

表
紙
裏

注意事項

切
取
線

厳 木 多 久 有 料 道 路

回 数 通 行 券 （ 回 券 ）

佐賀県道路公社

社章

厳木多久有料道路料金所 TEL 0952-75-5511

社章



〇 裏表紙

佐賀県道路公社ホームページは

https：//www.tollroad-saga.jp/

佐賀県道路公社 TEL 0952-20-2040

FAX 0952-20-2043

〇 回数券の内訳は下記のとおりとする

いつもご利用いただき

と
じ
し
ろ

裏
表
紙

ありがとうございます

佐賀県道路公社 検索

60回券 400 A No.2201  ～  

100回券

1,000 A No.5601  ～  

100回券 1,400 A No.7201  ～  

11回券 0 ―

100回券

60回券

0 ―
大型車

車種 券種
数量

ナンバリング
(単位：冊)

普通車
・

中型車

11回券 6,000 D No.2401  ～  

大型車

（一部区間）

60回券 100 A No.0251  ～  

60回券 0 ―

普通車・中型車

400 A No.1901  ～  

軽自動車等

11回券 3,200 B No.6801  ～  



●　郵便入札を行うに当たっては以下のことにご注意ください。

1

○内封筒に同封する書類
①入札書・・・・・・

○外封筒に同封する書類

②委任状・・・・・・ 代理人が入札を行う場合に限る。

2

3

4 　次のいずれかに該当したときは、その郵便入札の入札参加者の入札は無効とします。

①一般書留、簡易書留又は配達記録郵便以外の方法で入札書を提出した入札

②郵便局受領時刻が入札書の提出期限を過ぎている入札
③

5

6 　開札日当日欠席した場合は、この入札者の入札は無効とします。

7 　開札時刻以後の開札会場への入室はできません。

8 　落札者がないときは、この入札を不調とします。

9 　落札者には、開札日当日、落札決定を通知します。

外封筒、内封筒及び入札書に記入された業務名、納品場所及び入札参加者名が
佐賀県道路公社からの入札通知と一致しない入札（ただし、入札参加者名につ
いては、県に入札参加資格審査申請書記載事項変更届を提出している場合を除
く。）

　入札を辞退する場合（入札書郵送後を含む。）は、開札日の前日の１７時までに書
面をもって、佐賀県道路公社　経営管理課まで届け出て下さい。

郵便入札時の注意事項について

郵便入札においては、以下の書類を角二封筒（以下「外封筒」という。）に密封
し、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかにより、入札書提出期限までに
佐賀県道路公社に到達するよう、ゆとりをもって早めに郵送してください。なお、こ
の入札は郵便入札であるため、持参による入札は認めないものとします。

必要事項を記入のうえ、長三又は長四封筒（以下「内封
筒」という。）に入れてください。

なお、入札書の日付けは、開札日（令和６年１２月２３
日）を記入してください。

　外封筒の表書きには、宛先を「佐賀県道路公社　経営管理課」とし、左上に朱書き
で「入札書在中」と明記して下さい。また、入札参加者名（商号又は名称のみで
可。）、住所及び連絡先（電話番号・FAX番号）を記入してください。なお、裏書き
には、業務名及び納品場所を記入して下さい。（図２参照）

　外封筒は、一入札につき一封筒として下さい。また、郵送した入札書の書換え、引
換え又は撤回をすることはできません。



【図１】 長三又は長四封筒（内封筒）

【図２】 角二封筒（外封筒）
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①入札案内を佐賀県道路公社ホームページに掲載します。

②入札条件書の内容を確認し応札するか否かの検討をしてください。
　　→一般競争入札に参加されない場合はここで終了です
　　→一般競争入札に参加を希望される方は③の手続きに進んでください。

③入札参加資格の確認をしてください。
　　＊案件ごとに参加資格の設定をします。詳しくは公告をご覧ください。

１　物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札参加資格を入札提出時点で有すること※

2　県内企業であること
3　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと
4　会社更生法手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと
5　開札の日の６ヶ月前から開札の日までの間、手形又は小切手を不渡りした者でないこと
6　佐賀県道路公社、佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者
　　又は佐賀県道路公社、佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
7　詳しくは公告をご覧ください。

※もし、競争入札参加資格認定者でなければ入札参加資格認定申請手続きを行ってください。
受付は総務事務センター用度・車両担当で行っています。

④参考品以外で入札を希望される者は指定の期限までに申請を行ってください。（同等品承認申請）

⑤入札参加の申し込として「入札参加届（様式）」を提出してください。
　　また、提出資料として「営業概要書」を添付してください。
　　締切期限にご注意ください。

⑥入札書等を期日までに郵送で送付で送付してください。
　入札日当日入札会場にお越しください。　なお、時間厳守となっております。

⑦予定価格の範囲内で最低の価格で申し込みをした者の入札参加資格を審査した後、
　落札決定を行います。

発注者（公社） 受注者 入札までの手続きの流れ

公告（入札案内）

参加条件の確認

入札参加申込
提出（書面）

入札参加申込
受付

応札の検討

入札

落札

入札参加届

入札準備

同等品承認申請
※参考品以外希望の場合同等品申請



別紙

佐賀県道路公社
理事長　南里　隆　様

１

２

３

４

＜制約事項＞

＜提出資料＞
営業概要書

事務担当者氏名

連絡先電話番号

入　札　参　加　届

令 和 年 月 日

所  在  地

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路共通回数通行券及び厳木多久有料道路回
数通行券の印刷に関する条件付一般競争入札について、下記書類を添えて申請します。

　なお、申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。

記

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でな

いこと。

　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

　開札の日の６か月前から現在までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りし

た者でないこと。

　佐賀県道路公社、佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けている者又は佐賀県道路公社、佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時

停止措置要領に該当する者でないこと。

　下記の事項について誓約します。
　また、佐賀県道路公社が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾
します。
　自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、又は次のイからキま
でに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

（ア）　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号）に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（イ）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）

　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

（カ）

（キ）

　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって紡織団又は暴力団員を利用している者

　暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

（ウ）

（エ）

（オ）



商 号 又 は 名 称
（ 企 業 名 ）

営 業 概 要 書

電 話 番 号従 業 員 数所 在 地支社・事業所名

代 表 者 氏 名

所 在 地

事 務 営 業 技 術 計

従業員数
（会社全体）



佐賀県道路公社
理事長　南里　隆　様

　佐賀県道路公社会計規定第73条の規定に基づき下記のとお

り入札いたします。

　なお、下記の金額は取引に係る消費税額及び地方消費税額

を含まない金額です。

所在地

商号又は名称

代表者氏名（自署又は記入）
（法人にあっては代表者役職及び氏名）

代理人氏名（自署）

※入札金額の積算内訳（券種毎の数量、単価、金額、固定費用がある場合はその内訳、金額を

記載）を添付してください。

入札者

※代表者が入札する時は、代表者の役職及び氏名を自署してください。

　代理人が入札する時は、代表者の役職及び氏名を記入し、代理人氏名を自署してください。

入　　札　　書

入 札 金 額 ￥

業 務 名
三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路共通回数通行券
及び厳木多久有料道路回数通行券の印刷

納 入 場 所 三瀬トンネル・東脊振トンネル・厳木多久道路管理事務所

令 和 年 月 日



佐賀県道路公社

理事長　　南里　隆　　様

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　上記について（　　　　　　　　理由　　　　　　　　）により辞退します。

入　札　辞　退　届

三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路共通回数通行券

及び厳木多久有料道路回数通行券の印刷

三瀬トンネル、東脊振トンネル、厳木多久道路管理事務所

業 務 名

納 入 場 所

令和 年 月 日



（信義則）

（契約保証金）

（検査）

（納入）

（指示）

（契約の履行）

第６条 　乙が行う契約の履行は、第３条の検査に合格した後、当該物品を納入場所に納入したとき

をもって完了するものとする。

　３ 　前２項の検査に合格しないものがあったときは、乙は、その負担で物品を取り替え検査を

受けなければならない。

第４条 　乙は、物品を納入するのに必要なすべての費用を負担するものとする。

第５条 　乙は、天災その他避けがたい理由により、物品を納入することができないときは、直ちに

甲に通知し、その指示を受けなければならない。

　契約保証金は、佐賀県道路公社会計規定第７８条第３項第３号の規程により免除する。

第３条 　乙は、物品を納入しようとするときは、甲の指定する場所において検査を受けなければな

らない。

　２ 　前項の検査は、物品納入の際、乙の立会いのもとに行うものとする。ただし、検査に期日

を要するものについては、前項の申出があった日から１０日以内に検査を行うものとする。

第１条 　甲及び乙は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとする。

物品売買契約書

業 務 名
三瀬トンネル有料道路・東脊振トンネル有料道路
共通回数券及び厳木多久有料道路回数通行券の印刷

契 約 金 額
￥　　　　　　　　　　－
（うち消費税及び地方消費税　\　　　　-）

数 量 別紙仕様書のとおり

納 入 期 限 令和7年3月25日

納 入 場 所 三瀬トンネル・東脊振トンネル・厳木多久道路管理事務所

　佐賀県道路公社（以下「甲」という。）を発注者とし、○○○○○○（以下「乙」という。）を受

注者として、次の表のとおり物品の売買について次の条項により契約を締結する。

第２条



（危険負担）

（権利義務の譲渡などの禁止）

（契約の解除）

（損害賠償及び違約金）

（代金の支払）

　２   前項の支払期限までに支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日

数に応じ、年２.５％の割合で算定した遅延利息を乙に支払うものとする。

第10条 　乙は、自己の責めに帰すべき理由によって納入期限までに物品を完納しないときは、遅延日数

につき年２.５％の割合で算定した額の金額を履行遅延による損害賠償金として甲に支払うものと

する。

　２ 　甲は、この契約を解除したため、損害を被ったときは、乙から違約金として契約額の１０分の

１の額を徴収する。また、この場合において、なお損害があるときは、甲は、乙に損害賠償金を

請求することができる。

第11条 　甲は、乙が、第３条の検査に合格した後、乙が提出する適法な請求書を受理した日から３０日

以内に代金の支払いをするものとする。

　　オ 　暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　カ 　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　　キ 　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

　　イ 　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

　　ウ 　暴力団員でなくなった日から５年を経過しないもの。

　　エ 　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団又は暴力団員を利用している者

（３） 　正当な理由がなく甲の指示に従わないとき。

（４） 　自己または自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であること、及び次の各号に掲

げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。

　　ア 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号）に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

第９条 　甲は、乙がこの契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、契約

を解除することができる。

（１） 　履行期間までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき、又は契約を履行しなかった

とき。

（２） 　契約履行につき不正の行為があったとき。

第７条 　契約履行前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙の負担とする。

第８条 　乙は第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受

けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合についてはこの限りでない。



（契約内容の不適合責任）

（疑義の解決）

甲 住　　所 佐賀県佐賀市八丁畷町８番１号

氏　　名 佐賀県道路公社　理事長　南里　隆

乙 住　　所

社　　名

代表者名

第13条 　この契約に定める事項に疑義が生じた場合、甲及び乙が協議して定めるものとする。

　この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を所持する

ものとする。

第12条 　乙は、納入した物品が契約の内容に適合しないものであるとき、又は納入後１年以内に正

常な管理のもとで故障したときは、自己の負担で修理又は交換するものとする。

令 和 6 年 12 月 日


